
自転車安全月間
令和 ８年

実施期間：５月１日（金）～３１日（日）

新 潟 県 警 察

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

令和８年４月１日から 16歳以上の自転車の運転者が

交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）の対象となりました

反則金
１万2,000円

携帯電話使用等（保持） 赤信号無視

反則金
6,000円

一時不停止

反則金
5,000円

自転車は「車両」 交通ルールを守りましょう！
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新潟県警察ＨＰ
自転車の交通事故防止

横断歩行者妨害
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